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I.はじめに

本稿は，戦後教育改革の性格を明らかにする一作業として，教員身分法制定という戦後教育改

革の初期において提起された構想、について，その立案の経緯及び制定の白的・内容を中心にして，

資料に基づきながら考察するものである。

周知のよう (C) 戦後の日本における教育は，その理念，制度，内容，方法の全般にわたって大

きな改革が断行された。教員のあり方ないし地位に関する法制も，教育基本法を基本としながら，

特ICI教育を通じてJ国民への奉仕者たる教育公務員の「職務とその責任の特殊性JIC基づいて

制定された教育公務員特例法(以下「教特法j という)によって，改革がなされた。今日では，

乙れら二つの法律は 「教員JIC関する基本法制として 3 そのあるべき役割や地位ないし権利・

( 1) 
自由を保障する法として位置づけられている。

本稿で取り上げる教員身分法案は，そのような「教員J基本法制の一部を形成する教特法の前

法的性格を有するものとして，戦後初期の時期 iζ文部省内において構想，立案されたものである。

教員身分法は，その立案の過程では) I学校教育法Jや「社会教育法J等と並んで. r教育基本
(2) 

法の下位にくる五大基本法のーっとして構成されていたj といわれるもので，戦後教育改革の一

つの重要な改革領域を形成するものであった。しかし 実際には教員身分法は文部省内で構想さ

れたものとしては実現されず，まさ iζ構想として終ってしまったともいえる側面をもっ。ただ，

それが構想であるが故に また文部省内の資料であるが故に，そ乙には 教員法制の改革という

戦後教育改革のー側面?にあらわれた，文部省としての改革意図 3 内容をくみ取る乙とができると

もいえる。

戦後教育改革は)C 1 Eの強い「内iii指導jを受けながらも 3 文部省 3 教育刷新委員会(以下

i3) 
「教席1]委Jという)の三者において，政策決定がなされた当時の状況からして，本稿で分析しう

るものは，文部省というひとつの政策立案者としての枠内における改革構想であり，かっ限定さ

れた資料内での考察である。しかし，乙れまで教員身分法案については，教師IJ委iとよる建議{教

員の身分 3 待遇及び職能団体に関する乙とJ (昭和22年 4月11日)での「教員身分法(仮称)J 

制定構想についての分析がほとんどで，本稿で取り上げる資料については 一部の論稿をみるの
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(4) 

みである。ただ，それらの論議においても，教員身分法案の規定内容の一部を述べるにとどまり，

その立案の過程や目的等についてはふれられてはいないという研究上の現状からして，本稿は一

定の意義を有するものといえよう。

教員身分法制定という改革は， i教育の自主性j確保を基本理念とする戦後教育改革のなかで，

どのような位置を占めるものとして構想されたのであろうか。本稿では， ζ の点iと考察の的をし

ぼり E 教員身分法制定構想の形成過程，そ ζでの検討課題，そして教員身分法案の基本的性格K

ついて考察していく乙とにする。なお，教員身分法という名称については 後述するように一定

の名称ではないが，本稿では f教員身分法j という用語が何らかの形で用いられているものを一

括して 3 用いる乙ととする。

]].教員身分法制定構想、の形成過程

(1 )教員身分法制定への着手

まず，文部省内における教員身分法制定への動きをみてみる乙とにする。文部省内で作成され

た文書で，教員身分法の用語は次の資料iとよりまず見出す ζ とができる。それは， i学校教育法
(5) 

要綱案J (1沼21• 8 D 22学校教青局)というもので， i第一総員IJJ， i第二学校長，教師j，

「第三学生生徒j， i第四学校の設置廃止J， i第五幼児教育J， i第六初等，中等及

高等教育J， i第 七特殊教育J， i第八学校教育行政j， i第九罰則J， i第十雑員IJJ

より構成され，全文45条の条文から成るものである。

乙の法案iと盛られた条文のなかで 3 教員身分法に関するものは， i第二 学校長，教師jの章

において次のように規定されている。

十五 学校長及教師jは学校教師身分法(仮称)の規定によるの外懲戒処分を受け又はその意に

反してその!践を免ぜられる乙とはない ζ と。

また，乙の第二章では，上記の条文のほか次のような条文が記載されている。

一 学校長及教師は命令iζ定める資格又は免許状を有する者の中より任ずること。

j-IJ_9 学校長及教師はその地位と使命を自覚し研究と修養iと励み品位を保って職務の遂行iと

努める ζ と。

ト六 国又は公共団体は学校長若しくは教師に対して現職現俸給のまま再教育を受けさせる ζ

とができる ζ と。

十七.学校長は命令の定めるととろK依り教師会を組織する ζ と。

十八、学校長は所属教師及其の他の職員を統率し学校の教育iとっき其の責iと任ずる乙と。

十九.学校長及教師は命令の定めると ζ ろに依り，学生々徒K対して懲戒を加へ又は教育上必

要な措置をとる乙とができる乙と。但し体罰を加へてはならない乙と。

二ト各種学校の外私立の学校の外学校長，教師及其の他の職員は公務員としての取扱を受け

。。
「
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る乙と。

乙れらの規定から理解されるように， 乙の「学校教育法要養護案jでは 3 現行の教育基本法，教

特法，学校教育法の規定iと類似，関連する規定が見られ，それち諸法律がまだ分化されていない

状態であったといえる。 ζ の乙とは，他の規定Jともみられ，乙の法案Kついて長蜂毅氏は. r総

じていえば， ζの「学校教育法要鱗案」 において 3 教育の根本としての大鱗を述べs 後は必要iと

応じて諸法案@諸規定を整備してい ζ うとの方針が窺えるのである。という乙とはIf'学校教育

法要綱案」をもって，現行の教育基本法の性格をもたせようと意図していたとも考えられるし，

また，その構想を学校教育を中心として規定したがために，現行の教育基本法と学校教育法との
( 6) 

内容が未分化の状態で規定されていたとも考えられるのである Jとその性格を分析している。

このような性格を有すると考えられる「学校教育法要鱗案jのなかで，教員身分法制定の構想、

は，上述したような「学校教師身分法(仮称)Jとして，懲戒処分花関するいわゆる身分保障を

規定する法として考えられていた乙とが理解される。 ζ 乙で構想されていた教員身分法の内容K

ついては，今のと乙ろ乙れ以上明確にはならないが，戦後教育改革iと向けての具体的作業の一所

産である「学校教育法要綱案 jのなかで，教員身分法が唯一の異体的法案としてその名が記載

されていた点は，注目に値しよう。また，乙の「学校教育法要繍案JIζ記載された日付昭和21年

8月22日から，すでに乙の時期において，教員身分法についてはその制定構想が存在していた ζ

とを示しているといえる。乙の昭和21年8月22臼という時期は 戦後教育改革の全般にわ-たって

重要な役割を果たした教副委も，その設置は決められてはいたものの(I教育制新委員会官制J.

昭和2]年 8月10日公布勅令 373号).まだ問委員会の第一回総会(昭和21年 9月7B) も関かれ

てはいなかった時なのである。乙のような時期に，教員身分法の制定がすでに構想されていた ζ

とは，教員法制の改革，教員の地位(身分)保障の改革が，新しい戦後の教育におけるひとつの

大きな課題として文部省内で認識されていたととらえられる。

乙のように，教員身分法の制定は昭和21年の 8月末比はすでに着手されようとしていたととら

えることができ，それも教育基本法や学校教育法制定への動きと持を同じくするものであったと

いえよう。

(2) 教員身分法制定構想の呉体化

教員身分法制定の構想は，先の「学校教育法要綱案jが明確に学校教育法(案)と教育基本法
( 7) 

(案)とに分離されてくる過程のなかで 3 教育基本法制定iとともなう関連法規の制定として具体
(8) 

化されてくる。文部省官房審議室作成の「教育基本法制定花当って考慮すべき事項J (二-6九
( 9) 

@二五審議室)によれば，教員身分法は. I学校教師身分法要繰案jとして「学校教育法要繍釦

や「教育行政官庁法(学区庁法)案jなどとともに 3 教育基本法の各規定から派生する諸法案の

ひとつとして，次のように記載されている。
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。学校教育の公共性

1. 学校法人の性格3 私立学校iζ於ける経営面と教育面との謁整，基本財産 2 公租公課の免

除，寄付金の免除3 国庫補助，監督

2. 学校教師身分法要綱案の作成

能命，服務，資格，分限(身分の保障)，待遇，組合

ζの文書は， I教育基本法の試案そのものではなく，教育基本法制定にともなう関連法規の検
(10) 

討事項というべきものであるJといわれており，記載されている項目は上述の「学校教育の公共

性jのほか， I教育の機会均等J! I女子教育J! I義務教育J! I政治宗教教育J! I教育行

政J! Iその他財政上の措置」の 7項目にわたっている。
(11) 

乙の時期，すなわち昭和21年 9月の段階での教育基本法案は， I教育基本法要綱案Jとして昭

和21年 9月21El iC文部省内で作成されているものがある。乙の法案は， I文部省として確定した
(12) 

最初]の原案jであるといわれ， (1)教育の呂的， (2)教育の方針， (3)教育の機会均等， (4)女子教育 3

(5)義務教育パ6)政治教育， (7宗教教育パ8)学校教育の公共性， (9)教育行政，から構成されている。

内容構成上，乙の法案と「教育基本法制定に当って考恵すべき事項jとは，対応している ζ とが

わかり， ζの審議室作成の文書は， I教育基本法要綱案jの規定事項を具体化するために作成さ

れたものと思われる。乙のような点から 教員身分法は教育基本法の規定を具体化する法として

位謹づけられていたといえるが，乙の教員身分法制定を導く「教育基本法要綱案jでの規定は，

次のような内容であった。

レU 学校教育の公共性

すべて学校は，公の性質をもつものであって，国又は公共団体の外，法律iと定める法人の

みが，乙れを設置することができるものとすること。

学校の教師は，公務員としての性格をもつものであって，自己の使命を自覚して，その職

務の逆行に努めなければ、ならないこと。乙れがため，法律の定めると乙ろにより，その身分

が保障せられ，待遇の適正が期せられなければならない乙と。

乙の規定の後段において示された「乙れがため，法律の定めると乙ろにより Jの「法律jが 3

先の「教育基本法制定に当って考慮すべき事項JiC記載されていた「学校教師身分法要綱案jで

あったと推察される。こ乙において，教員身分法は教師の職責遂行のため身分保障を図り，待遇

の適正を期するという呂的をもつものとしてその制定が考えられていたといえる。乙のような教

員身分法の制定目的は，教崩IJ委第三回総会(昭和21年 9月20臼)における田中耕太郎文部大臣の

教育基本法縞想の発言にも端的花見出せる。田中文相は， I学校教師の使命に鑑み，その身分が
(13) 

保障せられ3 待遇の適正をj拐さねば、ならぬj として，その趣旨を教育基本法iζ盛り込むべき乙

とを提案したのである。

とのように，教員身分法制定への構想、は，昭和21年 9月末の段階で 教育基本法の規定を具体
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化する法として，特に教員の身分保障を図り待遇の適正を期するという目的をもって s また規定

すべき事項の大織が「使命Jなどの 6項目によって示される ζ とを通して，具体的な立案作業へ

進んでいったものと考えられる。そして，その作業の具体的所産として「学校教師(員)身分法案
(14) 

花関連する問題点Jというものが作成され，教員身分法そのものの制定花関して， i A.制定の

必要の有無J， IB.制定の方法J， iC.内容J， iD.関係法令jの側面から検討が図られ

る乙とになるのである。乙の文書は，教員身分法案iζ関連する補助資料として，省議lと際して付
(15) 

されたものと思われる。また 3 作成時期については，実物iと残されていたメモ 121・9・29Jか

ら，おそらく昭和21年の 9月末花作成されたものではなし 1かと考えられる。乙乙 iζ至って，教員

身分法はその立案iと向けて実際lζ動き出した形跡を認める ζ とができる。次章で、はs 乙の文書lと

記載された内容を中心花見ていく乙とにする。

盟.教員身分法制定の検討課題

(1 )制定の必要性の検討

まず， i学校教師(員)身分法案花関連する問題点jの iA.制定の必要の有無JICついてみて

いく乙とにするが そ乙には次のような内容が記載されている。

1. 官吏法lと対する特別法として

イ. 官公吏たる教員lζついて，司法官等の場合と同じく一般宮吏以上の身分の保障を図る必

要はないか。

2. 宮公吏に非ざる私立学校教職員の身分を保障する必要はないか。

3. 労働基準法iと対する特別法として

イ. 労働基準法案は適用事業として「教育，研究又は調査の事業」としている。教i識を労働

と考えてよいか。

ロ 労働基準法はその法律施行に関する監督機関として「労働に関する主務大臣，行政官庁

及び監督者Jをもってしているが学校に対する文部大臣の監督行政との関係

4. 労働組合法K対する特別法として

イ.教員組合と経済の興隆を目的とする労働組合との差異

ロ 各程度の学校の教師の組合又はそれらの聯合体形成の気運にある際それらに法的根拠を

与える必要がありはしないか一教育委員会の委員の推薦母体として

5. 教育基本法の下位法として

6. 教職員適格審査規程との関係

ζζiと記載されている 6つの事項についてみてみると， 乙れらは教員身分法制定の必要性を関

連法規との関係lとおいて検討しているといえる。いうなれば，教員身分法の性格ともかかわって，

その制定の相拠を何IC，どういった法規に求めるのかといった観点からの検討である。以下，そ
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れぞれについてその意味を探っていく ζ とにする。

まず，第一の「官吏法lと対する特別法としてJの事項については，教員の有する身分上の問題

とその担う職務の特殊性の観点からの吟味であると思われる。戦前においては，国立学校の教員

は官吏として，公立学校の教員は待遇官吏としての身分を有するものとされていた(r文部省所

管官立学校，図書館，教育博物館職制及び職員名称等級J， r公立学校職員名称及待遇J)。戦後，

それらは「公立学校官制J (昭和21年 4月 1日報j令 213号)iとより統一され，全て官吏の身分を

有するものと位置づけられたのである。したがって，官吏としての教員はその服務花関して一椴

官吏同様「官吏服務紀律jの適用を受けるなど¥一般官吏に対する法秩序が適用されていたのである。

しかし明治以来続いてきた官吏制度は，戦後間もない時期から， r徐々に改革される乙とにな
(16) 

った。昭和2時三11月には「官吏制度改正ニ関スノレ件jが閣議決定され， r官名の統一jを始めと

する八項目にわたる改正事項が掲げられ 実路K移された。また21年10月には，臨時法制調査会

第一部会で「宮吏法案要綱案Jが立案されるなど その改革はしだいに具体化されていったので

ある。官吏としての身分を有する教員にとって 3 制定が予定される「官吏法Jは母法となる法で

あり》その法と教員身分法の関係をどうとらえるのかの検討がととではなされたと考えられる。

そして，その検討の内容が教員の身分保障をどう図るかといった問題であったといえる。

当時，教育界での改革は，戦前教育の幣害を「高度ナノレ国家的統制ト画一化」というようにお

さえ，その画一教育の打破iと向けての方途として「教育ノ自主性ヲ確保シ教権ノ独立ヲ明示ス J
(17) 

という乙とを掲げ，教育の官僚主義からの解放を図ろうとした。そ乙では 「教育者の地位が教

育の門外漢に依って左右せられs 教育者が行政的社会的に他の勢力K隷属しているようでは 3 教

育-者は断じて其の高貴な使命を精進する乙とはできない jという認識のもとに 2 殊iζ教育者の使

命は司法宮のそれと類似、しており，その地位(身分)保障は，国の民主主義実現K向けて不可欠で
(18) 

あるとの立場K支えられていたのである。

乙のように，第一の事項は，教員の有する身分上の問題とさらには教員の担う職務の重要性と

いった観点から，官吏法iζ対する特例として教員の身分保障を図る乙との必要性を中心1<:，教員

身分法の制定を検討したものと思われる。

第二の私立学校教職員の身分保障の点は， r学校教育の公共性jという教育基本法案の規定内

容との関係から検討されたものと思われる。学校教育の公共性という性格は， r学校教育という

ものは公共性を有っており，従って私立学校といえどもその使命において 2 公の性質においては
(19) 

公共・官公立の学校と変りがないJといわれるよう 1<:，国公立，私立の区別なく共通である。ま

た，教員の担う職責も同様のものである乙とから，教員の身分保障という問題は単iζ国公立学校

の教員のみの課題ではなく，私立学校の教員にとっても同様の問題ではなし 1かという観点から検

討されたものと思われる。

また， この第二の検討事項は，教員を「公務員としての性格をもつものJ (r教育基本法要綱
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案J)と位置づける乙とによる私立学校教員の身分上の問題としての課題をもっていたとも考え

られる。乙の点は，次の「制定の方法JIとあるよう IC，宮公吏である教員とそうでない教員とに

わけで教員身分法を制定することが考え色れていた乙とから推-察される。しかし， この問題はな

かなか統一的見解を得なかったのか，教席IJ委の第 1@]建議事項の「三.私立学校に関する乙とJ
Cu) 

(昭和21年12月27日)では i4.教職員を法令によって公務K従事する職員とみなすζ と。(留保}

(傍点筆者)となっているのである。

第三の「労働基準法の特別法 jの問題は〉第四の「労働組合法の特別法jの事項と関連して，

労働法を根拠法とした場合の教員身分法の検討であるといえる。 i労働基準法J (昭和22年4月

7日公布)， i労働組合法J (昭和20年12月12自公布)は，ともに戦後の労働改革のなかで，特

に労働者の保護法として制定されたものである。乙とに， i労働組合法jは「本法ハ団結権ノ保

障及団体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図 1)経済ノ興隆ニ寄与スノレコトヲ以テ呂

的トスJ (同法第一条)とあるように，労働者の団結権と団体交渉権を保障するものであった。

教員は，乙の法律の適用を受ける労働者として，団結権の保障のもとに労働組合法に基づく教員

組合を組成していた。そして P 団体交渉権保障lとより，自らの労働条件を「労働協約J (団体協

約)という形で決定，締結する権利を得ていたのである。

乙のような状況下にあって 2 労働法の特別法として教員身分法を制定しようとした ζ との背景

には， i労働関係調整法J (昭和21年9月27日公布)の立案の過程で，労務法制審議会より出さ

れた法案を国会提出直前の閣議で修正し，教員をその法の適用外としてストライキ権を否認しよ
(21 ) 

うとした ζ とにみられるような，教員の労働基本権保障への制約を含んだ政策として，一般の労

働関係から法的に切り離した教員に特別な制度構想としての教員身分法制定という考えが存在

していたとも考えられるのである。

次に第五の「教育基本法の下位法Jとしての教員身分法の検討事項であるが， これは先の「教

員身分法制定構想の異体化Jの所で見たように，教員身分法の制定が教育基本法の規定を具体化

するものとしての意味を有していた乙とから 教育基本法と教員身分法との法律上の関係をどう

とらえるかの検討であると思われる。つまり，教育基本法と教員身分法の関係を上位法 ι 下位

法の関係でとらえるのかという点からの検討である。乙の点については，教育基本法の審議を但

当した教届IJ委第一特別委員会では次のよう iととらえていた。乙れは第一特別委員会第 11 @]会議

(昭和21年11月12日)のまとめとして確認され教席IJ委第22回総会(同年11月228)iC報告さ
(22) 

れ了承を得た見解である。

そζiとは， (1) i教育基本法制定の必要ありやJ) (2) i基本法の法的性格如何J， (3) i前文の必

要の有無及びその内容Jについてまとめられている。そのうち (1)， (2)の事項については次のよ
位3

うな内容が掲げられている(傍点筆者)。
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「教育基本法制定の必要ありやjについて，)
 

τ，i
 

(
 

国民各自が乙れを自覚するには霞民代表者による討論を経て教育の根本理念を明示し，

国民の総意によって決定する乙とがよい。

右の根本理念は 3 単lと学校教育のみに限らず 社会教育 家庭教育iと通ずるものでなけ

ればならない。従って学校教育法 3 社会教育法とかいうような法律1<=550i<=入れるよりも，

それらの上位K立つ基本的な法律に謡うのがよい。そのため根本理念を法律として明示す

2. 

る乙とが必要である。

議会の憲法論議に際して教育の乙とをもっと憲法K謡えるというような議論もあった。

そういうものは偲々の異体的法律に入れるよりも基本的なものとしてより上位の法律 I<=~

3. 

うのがよい。

「基本法の法的性格如何jについては】

憲法 I<=~われている教育の原則を一段と明確にする乙と。

2. 他の教育法令(仔'Jえは学校教育法とか，教員身分法，学校法人法，教育行政法とかいう

ような)をみちびき出す端諸を示し，それらの教育法令に規定せられるべき事項について

根本原則を示す ζ と。

3. 従って教育基本法と他の教育法令と総合一体化されて 教育法令の体系をつくるのであ

る。基本法はそれらの教育法令をまとめしめくくる法律と考えたい。

(2) 

教員身分法などの個別具体的法律の上位iζ教育基本法は，以上の内容から理解されるように，

土品立つ法律として位置づけられている。いうなれば，教育基本法は教員身分法の上位法として，

た教員身分法は教育基本法の下位法として位置づけ
(
教
育
法
令
)

l憲法|
られているわけである。そして，教育基本法は上述

法

手ユ
ノ

rr

「教育法令をまとめしめくく(2)の 3にあるよう 1<=，

る法律jとして，教育法令の体系化を統括するまさ

lと基本法として位置づけられている。その乙とは，

政

メL
1J [[]_J_I l 

教育基本法のひとつの案であった「教育基本法要綱
(担)

(昭和21年 12月21日) Iζ掲げられていた右のよ案J

うな図によっても明らかである。

ζの第五の検討事項である「教育基乙のように，

省本法の下位法として」の問題は，教育基本法の法的

メ〉、
す3性格の検討のなかで，教員身分法が明確に教育基本

その観点から検討法の下位法として位置づけられ 3

lirll1iii 
されたものとしてとらえることができる。

第六の「教職員適格審査規程との関係j
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の事項は，教員の任用をめぐる問題で検討されたものと患われる。戦後認もなく，連合国最高指

令部より B本政府lζ出された指令 iEl本教育制度ニ対スノレ管理政策ニ関スノレ件J (昭和20年 10月

228) ， i教員及教育関係官ノ調査，除外，認可ニ関スノレ件J. (同年10月30日)により，教職追

放，適格審査が実抱される乙とになった。文部省では，乙の指令iζ基づき，昭和21年 5月7日iと

「教職員ノ除去 3 就職禁止及復職等ノ件jについての勅令及び向件抱行K関する件の省令を公布

するとともに， I司日「教職員の適格審査をする委員会花関する規定jを訓令する乙とになった。

乙れらによって，教職員の除去，就職禁止の審査対象が明示されるとともに，就職，復職はす

べて適格審査を経てはじめて行われる乙とが規定されたのである。乙れら一連の措置内容と教員

身分法で規定する内容(例えば，先の「学校教師身分法要綱案jでの使命 服務，資格，分限，

待遇，組合)とで，教員の採用や資格審査等の点で関連する箆所をどう教員身分法のなかで取り

扱っていくのかが検討されたものと思われる。

以上， i A.制定の必要の有無JfC記載されていた六点の事項についてみてきたが，教員身分

法の制定について多用な角度から検討されていた乙とが理解できる。乙れは，教員が宮吏であり，

労働者であり，教育者であるといった教員の多面的な性格に対応すべく教員身分法を制定しよう

としたためであると思われる。そ乙で，教員身分法は「官吏たる教員の場合には官吏法の一種の

特例的な措置で，それから私立の学校の教員の場合には，現在の労働組合法とか労働関係調整法

とか労働基準法というものに対する特例として，両方からの特例として教員の身分について特別
間)

な考え方を作っていく。 jというような考えにみられるように，多面的な性格をもつものとし位

置づけ.られていたわけである。

ζのような点から，当初の教員身分法制定の構想、では，教員の身分上全てに関連するものを規

定内容として，教員iと独自の制度構想としてまさに特例という形式で制定しようとしたととらえ

る乙とができる。乙の乙とは ζの「学校教師(員)身分法案K関連する問題点JIC記載されてい

る fD.関係法令jの箇所で，次の表lと示すような14の諸法令が掲げられている乙とからも推察

されよう。

D.関係法令

1. 宮吏法案(法制局にて立案中)-現行の官吏注令をまとめる予定

2. 労働基準法案 3. 労働組合法 4. 文官分限令

5. 文宮懲戒令 6. 宮吏服務紀律 7. 裁判所構成法

8. 各帝国大学官制 9. 各官立大学官制 10. 直轄諸学校官制

11. 公立学校職員制

14. 私立学校令

12. 教職員共済組合令 13. 教職員適格審査規程

po 



(2) 制定の方法@内容の検討

次iと， 18.制定の方法jについてみていく ζとにするが，そ ζでは次のような事項が記載さ

れている。

1. 官吏法，労働基準法，労働組合法，患給法等の規定を統一包含せしめて，教師を規律する

統一的法律を制定する方法

2. 教師について特別に関係ある点のみをピック・アップして規定なき場合には各々一般法を

準用せしめる方法

3. 1， 2何れの場合でも，教師を官公吏たる教師としからざる教師とを分けて規定する方法

ζ 乙では，その記載内容から明らかなように，教員身分法を単独法とするか 特別法(特例法)

とするかといった問題と，その際iと教員を宮公立と私立学校とにわけるか否かの問題が検討され

たものといえる。そ乙には 教育というものの特殊性 それを担う教員の性格，特殊性をどのよ

うに認識するかとかかわって その「特殊性jを一般宮公吏や他の労働者に対し全面的にとらえ

教員独自の法として制定する j草独法としての形式をとるのか，それともその「特殊性jをより限

定的にとらえ 3 特別法としての形式をとるものとして教員身分法を考えるのか，といった乙との

検討があったものと思われる。

また，第三の問題は，教育基本法案において規定された「学校教育の公共性jの観点から，特

に私立学校教員の身分保障をめぐる問題として検討されたものと患われる。前述したように，学

校教育の公共性という性格は，官公私立の区別なく共通の事項であり，その使命や役割においても

相違はないものであった。 同時IC.，そ ζでの教育を担う教員も宮公私の1:IJなく共通の，そして同

等の!綴責を担う乙とから 2 し1かにして教員の身分，待遇上の保障を規定していくのが最良である

かという点から，検討されたものといえる。この乙とは 3 学校教育の公共性確保という教育基本

法のひとつの課題を 3 教員の身分上の取り扱いという側面(=教員身分法) Iとおいて達成しよう

とした ζ とを示している。

次iζ，教員身分法の規定内容について， IC 内容Jの記載事項からみてみよう。記載事項は

以下のようである。

1. 教師iの使命

2. 教師の職務(勤務時間の融通性等)

3. 身分の保障(分限 3 懲戒，任命，停年寄IJ)

4. 待遇の適性一乙の点において学校法人法と特花関連する。

5. 教育の自由自主性

6. 教師jの組合

7 不適格教師の排除

こ乙 iζ記載された事項をみると先の 1A.制定の必要の有無Jのj笥所で掲げられていた各種法
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律との関係において p それら全てを網羅する内容で構成されている乙とが推察される。例えば，

If吏命jや「身分J， 1待遇jは教育基本法や一般宮吏法との対応で，また「組合jの問題は労

働組合法や労働基準法との対応で，といった具合lとである。

このような中にあって3 注目すべきは 15.教育の自由自主性Jの項目である。教育の自由ない

し自主性確保の課題は，戦後教育改革の基本理念として位置づけられていたからである。例えば
的)

文部省内で作成された「画一教育改革委綱(案)J (昭20・11• 20総務室)では， 1画一的ナラザ

ノレ教育実施ノ必須的基盤トシテ左ノ方途ヲ講ズjとして「教育ノ自主性ヲ確保シ教権ノ独立ヲ明

示スjと明記し教育の自主性確保を教育改革の基本理念としていた。そして，その具体的措置

として教援要綱ブ要自の極度の簡単化など「教員ノ広汎自由ナノレ教育活動ヲ推進スノレj 乙とや，

「学問研究ノ自由ヲ明示ス j 乙となどを掲げていたのである。また，同じ時期lζ文部省内総務室
(幻)

で作成された「画一教育打破ニ関スノレ検討並ニ措置(案)Jにおいても，同じように教育の自主性

を制度的に保障する具体的措置に震かれた事項を記述している。乙れら二つの案は， 1民主主
(お)

義の教育理念を基調として，戦後教育体制の発足を図るててく構想したものjといわれるものであ

り，教育の自主性確保を教育改革の基本理念としてとらえていたものである。そしてその改革の

具体的措置，方途のひとつとして，教員の教育の自由ないし自主性の保障を位置づけている。つ

まり， 1教育の自主性J確保という理念を「教員の教育の自主性jの保障として実現しようとし

たわけである。

乙のような点から， ζ の教員身分法の規定内容として「教育の自由自主性jの項白が掲げられ

ていた ζとは，教員身分法において「教員の教育の自由自主性jを保障する ζ とを;意関したもの

と解する乙とができ 戦後教育改革の基本理念を具体化するものとして位置づける ζ とができる。

その ζ とはまた 2 教員の身分保障の具体的内容が，当時 「閣の自由，教育の自主性を獲得す

る為官公私の学校を間わず教職員の身分を保護する必要があるj ととらえられていたことにみら

れるように，教員の学問の自由，教育の自主性の保障iとあった乙とから，教員身分法の制定自j杓

をより明確に示していたともいえる。

さらに，教員の身分保障における教員の教育の自由自主性の問題は 「今度の教育基本法とい

うようなものを考える場合，憲法の精神にしたがって学問の自由，教育の自治性を考えて行くと

あるいはζ れから左翼的なものを勉強するという場合も出てくる。それをやるといかんというの

で免宮になるという乙と忙なると，教育の自由とかあるいは学問の自由という乙とを憲法Kいっ
(3d 

ているのが無意味になるJIとみられるように 身分保障の中心が教員の教育 学問の自由にある

ζ とを示している。と同時IL，ζ の教育の自由や学問の自由の保障は 3 憲法一教育基本法，そ

して教育基本法一教員身分法という教育法体系のなかでとらえられていたのである。

以上のような点から，教員身分法において「教育の自由自主性jの規定が盛られるべく検討さ

れていた乙とは，戦後教育改革における教員身分法の意義と，また教員身分法lζ諜された重大な
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使命というものが理解されるといえよう。

N.教員身分法案の基本的性格

教員身分法は，今まで見てきたような立案の過程 3 検討事項を通して，具体的な形あるものと
(31) _ _ . . _. . (32) 

して，昭和21年の 9月末頃iと文部省内において作成された。その法案が「教員身分法案要綱案j

というもので， 1第一総則的規定J， 1第二任用J， 1第三分限J， 1第四服務J， 

「第五懲戒J， 1第六俸給その他の待遇J， 1第七教員の団結権及び団体交渉権jの 7つ

の章と 22の条文及び「参考jとして 5つの条文の補足的規定iとより構成されている。乙の構成内

容事項は，先の「教育基本法制定iζ当って考慮すべき事項jの f学校教師身分法要織案J及び

「学校教師(員)身分法案の制定に関連する問題点 jの IC.内容J!と記載されていた大綱とほぼ

対応している。乙 ζでは，乙の法案の規定内容から その性格についてみていく乙とにする。

まず，第一章の「総則的規定J![盛られた内容のうち「本法の目的J (第 l条)， 1教員の定義

及び身分J (第 2条)について分析し乙の法案の目的と教員の位謹づけについてみてみる ζ と

にする。それらの規定内容は，以下のようである。

1. 本法の目的

教員の身分が特殊なることに鑑み官公私立学校に通じて 3 教員の種類2 任用 3 資格，分限，

服務，懲戒，給与その他の待遇，団結権，団体交渉権等について一般公務員に対する特別を

設ける ζ と。

2 教員の定義及び身分

右の教員は学校教育法の定める学校の教員をいうのであって 3 官公私立の学校iζ通じて教

員はすべて特殊の公務員としての身分を有するものとする乙と。

ζ 乙iと示された規定にあるように，乙の法案では 3 教員の身分の特殊性という観点から，官公

私の531]なく学校教育法の定める全ての学校の教員を対象とし，それらを「特殊の公務員jと位置

づけている。また，規定内容すなわち「一般公務員に対する特例jの範囲は，わりと広範囲にわ

たっており， ζの乙とは教員の身分の特殊性を広い範囲lζ認めている ζ とを示しているととら

えられ，教員の職責遂行花見合う規定を内容上盛り込もうとしたと推察される。 ζ のような点か

ら， ζの法案は教員全てを対象とした単独法的な性格を有するものとして立案されたと考えられ

る。

また，との法案は，先の「教育基本法要綱案JIとおける印U 学校教育の公共性jの規定を直

接受ける形で立案されたものと解する乙とができる。そのため，官公私の別なく教員を「特殊の

公務員jと位置づけ，その担うべき職責の共通性を身分上の取り扱いの点において確立しようと

したものと考えられる。それは， 1第四 服務jの章の 111 教員服務規律jの笛所で1(1 )教員

は，その崇高な使命を自覚し，全体の奉仕者として，国民lと対しその震を果さなければならなし刈
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と規定され， i全体の奉仕者Jとして位置づけられている点にも見出せる。

次iζ，教員の身分保障の中心課題と目された「教育の自由自主性jの問題は， i 12.研究の自

由Jという条文で， i教員の研究の自由は乙れを尊重し 何人-も ζれを制約しではならない ζ と。

但し教育にあっては教育の呂的花月号、らし各級の学校iとより自ら一定の制約の存する ζ とは認めね

ばならない4と規定されている。 ζれは，教育の自由については学校段階lとより「一定の制約J

が存在するとはしているものの，むしろ教育の自由の保樟，尊重の上に立ってその行使のあり方

を規定したものと解する乙とができ，研究の自由の保障と合わせて 「教員の教育の自由自主性J

という基本理念は保障されるべく明記されているととらえられる。

待遇の点についても， i俸給J， i昇給J， i，1恩給」の各規定を設け，それぞれ一般官吏と同

等もしくはそれ以上の保障を図る ζ とを謡っている。特に「俸給jの箇所では， i教員の基本給

は宮吏と同等とする外，その職務の性震に鑑み，教員iとは職務給として政令の定めるところによ

り一定額以上の研究費を支給する ζ と。 Jとされ，研究を職務の一環と位置づけ，それを経済的

観点から保障しようとする乙とも規定しているのである。

このように， ζの法案は教育基本法一教員身分法という体系のなかで 3 教育基本法の規定を呉

体的花実現するための法として立案が図られたものであったといえる。そして 「教育の自主性J

確保という戦後教育改革の基本理念を， i教員の教育の自主性j保障として具体化しようとした

ものとして，乙の「教員身分法要綱案Jの積極的側面としての性格を位置づける乙とができる。

しかし乙のような学校の公共性と教員の自由自主性を確保するために教員身分法を制定する

という構想は，そのまま教員の活動への制約という危険性を内包するものであった。 ζの点は，

乙の法案のもつ消極的ないし後進的側面の性格として位置づけられる。その「制約j としての具

体的措置は，労働三法の教員への適用排除規定として次のように規定されている。

18. 労働基準法の適用排除

教員については労働基準法の規定は適用されないものとする乙と。

20. 労働組合法の適用排除

教員は，労働組合法による労働組合を組織し又は乙れに加入する乙とはできないものとす

ること。

22.労働関係調整法の適用排除

教員については，労働関係調整法の規定は適用されないものとすること。

このような規定lとより，教員は一般労働関係からは全く切り離された形で存在するものとされ

た。乙の乙とは，先の「学校教師(員)身分法案lζ関連する問題点Jの所で，教員身分法が労働組

合法や労働基準法の「特例Jとしての制定が検討されていたことを見たが その「特例」として

の内容が，それら労働法の適用排除としてのものであった乙とを示しているといえる。乙の労働

三法の教員への適用排除ということは，すでにこの時期(乙の教員身分法案の作成時期と考えら
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れる昭和21年 9月末)1とは，労働三法のうち「労働組合法J(昭和20年12月126公布，翌年 3月 1

5施行)と「労働関係調整法J(昭和21年 9月276公布，周年10丹13日施行)は，公布，施行され

ていたわけであり 教員が既K獲得していた労働基本権を奪う ζ とを意味していたわけである。

特1<:::，教員のストライキ権K対しては，前述したように労働関係調整法の立案の過程で，田中文

相の強し 1意向iとより，労務法制審議会により出された「労働j関係調整法案jを修正し，官公私立

の学校教職員の争議行為を禁ずる規定をその法案花盛り込むζ との関議決定(昭和21年 7月6日)

(お)cb
をみながら， G狂Qの反対lζあい，失現をみなかったという経緯をもつものであるにもかかわら

ず，教員身分法において再びその禁止を図ろうとしたのである。

乙のように，乙の「教員身分法案要綱案Jでは，教員を一殻の労働関係から全く切離し教員

の既得権であった労働基本権を奪う乙とにより，その活動を制約してい乙うとした自的をももっ

ていたととらえる乙とができる。そして 乙のζ とは教育基本法一教員身分法という関係のなか

で，特に教員を f全体の奉仕者J， r特殊な公務員Jと位置づけ，その上に立った「特殊性jを

強調することによる教員独自の身分法として構想されていたととらえる乙とができる。乙のよう

な構想もまた，戦後教育改革の名のもとに意図されたものであり 3 教員の権利制限などの法的措

置を一面では強化するという効果を期待する ζ とを教育基本法一教員身分法という法構想はもっ

ていたので、はないかといえよう。

V.おわりに

本稿は，教員身分法制定構想、花関する文部省内での作成資料をもとに 教員身分法の立案過程，

検討課題，そして実際K立案された教員身分法案の分析をしてきたが，多分lζ限定された資料の

分析であったため，本稿の課題達成iとはなお残された問題が多く存するといえる。

しかし，本稿で分析し得た限りにおいてまとめをするならば，教員身分法制定という構想、は，

戦後教育改革の基本理念であった「教育の自主性j確保という課題を， r教員の教育の自主性j

の保障という側面において実現しようとしたものとして 3 位置づける乙とができる。その反面，

教員の活動への制約をも内包していた乙ともまた事実であった。そして 乙のような二面的性格

は，いずれも教育基本法一教員身分法という構想、のなかで 3 教員の「特殊性Jという観点から想

定されていた乙となのである。事実，教育基本法制定当時Kおける文部省関係者の第 6条「学校

教育jの解説では 2 教員の「特殊性Jという観点から，まず教員の身分保障と待遇の適正が期せ

られるべきだとし， rしかもそれらは，単に物質上の有形的な問題のみでなく，又精神上の問題

である乙とに注意しなければならない。教育刷新委員会が，教員には大学から小学校iζ至るまで

すべて同じ教員としての身分を定め，その開花差等を設けないとする趣旨の決議をしているのも，

精神上の教員の身分保障を図ろうとしているのである。 Jと説明するとともに，教員の「全体の

奉仕者j及び「教育者としての特殊の使命J1<:::鑑みて， r一般労働者とは異なったものをもって
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(誕)
いるから，その団結権lとついても特別の配慮が必要ではなかろうかjと述べているのである。

乙のような点からみて，教員身分法iζ見られたこ面的性格は，教員身分法制定の根拠規定を為

す教育基本法のもつ性格Kその源を発するものであるといえる 4そして，それは教員の身分(地

位)に関する側面における戦後教育改革のもつ性格であったとも考えられるのである。ただ，前

述のような教育基本法の解釈が， I教職の特殊性ゆえに国の統制強化を容易にする論理なのか，

あるいは逆IC，その自主性を尊重する方向で機能するかを見定める乙とは難しい。乙の段階(教

育基本法制定の段階一筆者)では，全体の精神は後者にあったといえるが，なお，アンピパレン
(35) 

トであり，微妙なニュアンスを残していたといえよう。 jといわれるよう IC，その性格lζ対して

一定の評価を下す乙とは，戦後初期の段階では難しい。乙の点Kついては 教員身分法の立案か

ら廃案そして新たな法案の立案に至る過程の分析を通して，再度考察を加えて明らかにしていか

なければならない課題である。
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